
部会ニュース「7-21」 

   

■配置基準の弾力化に慎重論 社保審介護保険部会 

  

・社会保障審議会・介護保険部会は 21 日、2040 年に向けたサービス提供体制の在り方の議

論を始め、人口減少が進む中山間地域などでサービスを維持・確保するため、常勤・専従

要件などの配置基準の運用を条件付きで弾力化することに対し、慎重な検討を求める意

見が相次いだ。「介護保険サービスの質低下」「介護現場の業務負担増」などを引き起こす

可能性があるためで、引き続き検討する。 

  

・厚生労働省の「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会が 10 日に行った中

間取りまとめでは、▽サービス需要の変化に応じた提供体制の構築▽人材確保・生産性向

上・経営支援▽地域包括ケアシステムと医療介護連携など－の 3 つのテーマごとに今後

の方向性を打ち出した。 

  

・サービス需要の変化に応じた提供体制に関しては、介護需要の減少が始まっている「中山

間・人口減少地域」で介護サービスを維持・確保するため、常勤・専従要件など人員配置

基準の運用を条件付きで弾力化することを検討するとしている。 

  

・同部会は、検討会の中間取りまとめを踏まえ、40 年に向けたサービス提供体制の在り方

の議論を始めた。ただ、人員配置基準の運用を弾力化することに対しては、橋本康子委員

（日本慢性期医療協会会長）が「（人員配置を）緩やかにすると、ただでさえ、人が足り

ないところで人がもっと少なくなり、サービスの質が低下したり、スタッフの負担が大き

くなったりすることもある」と指摘するなど、慎重な検討を求める意見が相次いだ。 

  

・介護保険部会では、中間取りまとめに盛り込まれた 3 つのテーマから議論し、その後は検

討会が夏ごろ行う取りまとめを踏まえ、福祉分野と共通のその他の論点を取り上げる。厚

労省によると、介護保険制度改正の骨格は冬ごろ取りまとめる見通しで、同省は、27 年

度に始まる第 10 期の介護保険事業計画（29 年度まで）に反映させる方針。 

  

※詳細は下記資料をご参照ください。 

 第 119 回社会保障審議会介護保険部会の資料について 

 令和７年４月 21 日（月） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57156.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57156.html

